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一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
、
本
国
に
帰
る
か
、

そ
れ
と
も
日
本
に
定
住
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
の
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
、
日
本
国
民
に
な
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ

の
四
半
世
紀
で
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
立
場
は
劇
的
に
変
わ
っ
た
。
「
日
本
に
定

住
す
る
人
」
か
ら
「
日
本
国
民
に
な
る
人
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。 

 

私
は
一
九
七
七
年
に
書
い
た
論
文
で
、
「
日
本
政
府
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
、

在
日
朝
鮮
人
が
日
本
国
民
と
な
る
の
は
そ
の
実
体
と
将
来
の
動
向
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
と
の
基
本
的
認
識
の
下
に
、
進
ん
で
日
本
国
籍
を
選
択
し
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
在
日
朝
鮮
人
の
間
に
自
然
と
盛
り
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
社
会
環
境
づ

く
り
に
努
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
提
案
し
た
（
『
今
後
の
出
入
国
管
理
行
政
の

あ
り
方
に
つ
い
て
』
）
。 

 

こ
の
二
五
年
間
で
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
在
留
上
の
地
位
と
待
遇
は
大
き
く
改

善
さ
れ
た
。
在
留
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
の
地
位
と
し
て
は
最
も
安
定

し
た
法
的
地
位
の
「
特
別
永
住
者
」
の
資
格
が
与
え
ら
れ
た
。
待
遇
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
国
民
年
金
制
度
等
の
社
会
保
障
制
度
が
日
本
国
民
と
同
じ
よ
う
に
適
用
さ

れ
る
な
ど
、
日
本
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

そ
れ
と
と
も
に
、
結
婚
そ
の
他
の
社
会
生
活
面
に
お
け
る
民
族
差
別
が
大
幅
に

減
少
し
た
。
例
え
ば
、
結
婚
に
つ
い
て
見
る
と
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
日
本
人

と
結
婚
す
る
比
率
が
年
を
追
っ
て
高
ま
り
、
最
近
で
は
九
割
に
達
し
て
い
る
。
お

よ
そ
結
婚
は
、
個
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
互
い
に
好
意
を
抱
く
人
が
結
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
と
日
本
人
の
結
婚
が
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
親
密
の
度
が
増
し
、
融
和
関

係
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
だ
。 
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こ
の
よ
う
に
、
今
や
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
日
本
国
籍
を
選
択
す
る
た
め
の
社

会
環
境
は
十
分
整
い
、
そ
の
機
が
熟
し
た
と
言
え
る
。 

 

「
日
本
国
籍
の
取
得
は
日
本
へ
の
同
化
に
つ
な
が
る
か
ら
反
対
」
と
い
う
考
え

の
人
が
ま
だ
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
日
本
へ
の
同

化
が
極
ま
っ
た
状
態
に
あ
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
実
情
か
ら
あ
ま
り
に
も
か
け

離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
帰
化
の
実
態
は
、
す
で
に
日
本
に

同
化
し
て
い
る
人
た
ち
が
日
本
国
民
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
日
本

へ
の
同
化
の
現
実
に
国
籍
を
一
致
さ
せ
る
動
き
と
見
る
べ
き
だ
。
三
世
・
四
世
が

多
数
を
占
め
る
今
日
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
日
本
国
籍
を
取
れ
ば
日
本
へ
の

同
化
が
さ
ら
に
進
む
と
い
う
段
階
を
と
う
に
通
り
越
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

  

一
般
に
、
よ
り
良
い
社
会
的
地
位
を
求
め
て
や
ま
な
い
の
が
人
間
の
自
然
の
性

向
で
あ
る
が
、
外
国
人
の
地
位
と
し
て
は
最
高
の
法
的
地
位
（
特
別
永
住
者
）
の

在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
そ
れ
以
上
の
も
の
を
欲
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
う

日
本
国
籍
を
取
得
す
る
し
か
な
い
。 

 

今
日
の
世
界
秩
序
の
基
本
で
あ
る
国
民
国
家
体
制
の
下
に
お
い
て
は
、
「
外
国

人
の
地
位
」
と
「
国
民
の
地
位
」
の
間
に
は
越
え
ら
れ
な
い
壁
が
あ
る
。
外
国
人

の
地
位
の
ま
ま
で
さ
ら
な
る
権
利
を
要
求
し
て
も
、
例
え
ば
す
べ
て
の
政
治
的
権

利
と
無
条
件
の
居
住
権
を
求
め
て
も
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
国
民
固
有
の
権
利
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
決
し
て
外
国
人
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

 

子
々
孫
々
に
わ
た
っ
て
日
本
で
生
き
続
け
る
存
在
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
ふ

さ
わ
し
い
法
的
地
位
、
政
治
的
権
利
を
含
む
す
べ
て
の
権
利
を
行
使
で
き
る
法
的

地
位
、
そ
れ
は
「
日
本
国
民
の
地
位
」
で
あ
る
。 
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二
十
一
世
紀
の
第
三
世
代
以
降
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
、
二
十
世
紀
の
第
一

世
代
・
第
二
世
代
と
同
じ
民
族
意
識
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
時
の
経
過
と

と
も
に
民
族
意
識
が
風
化
し
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
民
族
離
れ
が
進
む
の
は
自
然
の

成
り
行
き
だ
。 

 

し
か
し
、
少
な
く
と
も
名
前
だ
け
は
民
族
名
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
創
氏

改
名
と
民
族
差
別
の
歴
史
的
経
緯
も
あ
っ
て
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
大
半
が
日

本
式
の
姓
と
名
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
是
非
と
も
変
え
て
も

ら
い
た
い
。
名
は
体
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
民
族
名
を
名
乗
る
こ
と
が
朝
鮮
半

島
出
身
者
と
し
て
の
誇
り
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
ひ
い
て
は
民
族

の
生
き
残
り
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。 

 

そ
し
て
、
民
族
名
で
職
業
活
動
や
事
業
活
動
を
行
う
人
が
社
会
の
各
分
野
に
進

出
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
本
社
会
に
貢
献
す
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
姿
が
国

民
の
広
く
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
日
本
人
の
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
観
が
好
転

し
、
日
本
人
と
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
共
生
が
現
実
の
も
の
と
な
ろ
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
現
状
と
将
来
を
認
識
す
る
立
場
か
ら
言

え
ば
、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
自
民
・
公
明
・
保
守
の
与
党
三
党
の
「
国
籍
等
に
関

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
が
と
り
ま
と
め
た
「
特
別
永
住
者
等
の
国
籍
取
得

の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
」
（
以
下
「
国
籍
取
得
特
例
法
案
」
と
い
う
。
二
〇
〇

三
年
一
〇
月
末
現
在
、
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
）
は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人

処
遇
の
歴
史
に
お
い
て
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
だ
と
評
価
で
き
る
。 

 

国
籍
取
得
特
例
法
案
に
よ
る
と
、
特
別
永
住
者
で
あ
る
韓
国
・
朝
鮮
人
は
法
務

大
臣
に
届
け
出
る
だ
け
で
日
本
国
籍
を
取
得
で
き
る
。
さ
ら
に
日
本
国
籍
を
取
得

す
る
に
際
し
て
従
前
の
民
族
名
を
使
用
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
在
日
韓
国
・
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朝
鮮
人
が
本
名
を
名
乗
っ
て
日
本
国
民
に
な
る
こ
と
を
保
障
し
、
朝
鮮
半
島
出
身

者
で
あ
る
と
宣
言
す
る
国
民
す
な
わ
ち
「
朝
鮮
系
日
本
国
民
」
へ
の
道
を
開
く
も

の
で
あ
る
。 

 

近
年
、
私
は
「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
自
然
消
滅
論
」
を
唱
え
て
い
る
。
韓
国
籍

・
朝
鮮
籍
の
特
別
永
住
者
の
人
口
（
二
〇
〇
一
年
末
現
在
四
九
万
五
九
八
六
人
）

は
帰
化
と
人
口
の
自
然
減
で
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
五

〇
年
以
内
に
自
然
消
滅
す
る
可
能
性
が
高
い
と
見
て
い
る
。 

 

こ
の
ま
ま
何
も
し
な
い
で
時
の
流
れ
に
身
を
任
せ
れ
ば
、
二
十
一
世
紀
前
半
の

い
つ
の
日
か
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
す
べ
て
日
本
国
民
と
な
り
、
日
本
社
会
に

完
全
に
同
化
し
、
名
前
ま
で
も
日
本
人
と
同
じ
と
い
う
状
況
に
至
り
、
日
本
社
会

の
中
で
そ
の
姿
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併

合
条
約
に
由
来
す
る
歴
史
的
な
存
在
が
、
日
本
社
会
か
ら
退
場
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。 

 

し
か
し
、
国
籍
取
得
特
例
法
が
成
立
す
れ
ば
、
そ
の
自
然
消
滅
に
一
定
の
歯
止

め
の
か
か
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
法
に
基
づ
き
日
本
国
籍
を

取
得
す
る
韓
国
・
朝
鮮
人
の
中
か
ら
民
族
名
を
名
乗
る
人
が
続
出
す
る
状
況
が
生

ま
れ
、
そ
れ
が
独
自
の
民
族
集
団
の
存
続
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。 

 

そ
の
と
き
同
時
に
、
心
あ
る
日
本
人
が
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
が
本
名
で
ル
ー

ツ
を
明
ら
か
に
し
て
活
躍
で
き
る
社
会
を
作
る
た
め
の
国
民
運
動
を
展
開
す
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
が
「
多
民
族
共
存
社
会
」
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す

も
の
と
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

ま
も
な
く
わ
が
国
は
人
口
減
少
期
に
入
る
。
二
〇
〇
六
年
の
一
億
二
七
〇
〇
万

人
を
ピ
ー
ク
に
、
日
本
人
口
は
急
ピ
ッ
チ
で
減
っ
て
ゆ
く
。
出
生
率
が
こ
の
ま
ま
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の
低
い
水
準
で
推
移
す
れ
ば
、
五
〇
年
後
の
人
口
は
一
億
人
を
切
り
、
一
〇
〇
年

後
に
は
六
四
〇
〇
万
人
へ
と
人
口
が
半
減
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
（
国
立
社
会

保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
将
来
推
計
人
口
」
二
〇
〇
二
年
一
月
）
。 

 

人
口
減
少
社
会
を
迎
え
る
二
十
一
世
紀
の
日
本
は
、
外
国
人
人
口
が
飛
躍
的
に

増
加
し
、
日
本
民
族
の
ほ
か
に
多
様
な
民
族
が
居
住
す
る
「
多
民
族
社
会
」
へ
移

行
す
る
可
能
性
が
高
い
。
多
民
族
社
会
に
お
け
る
日
本
人
と
日
本
国
は
、
ア
ジ
ア

の
諸
民
族
そ
の
他
す
べ
て
の
民
族
を
自
分
た
ち
と
対
等
の
存
在
と
し
て
受
け
入

れ
、
待
遇
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
を
確
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
民
族
集
団
を
日
本
国
と
い
う
一
つ
の
国
民
国
家
秩
序
の
下
に
い
か
に

し
て
ま
と
め
て
ゆ
く
か
と
い
う
困
難
な
課
題
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

そ
の
と
き
に
は
、
日
本
人
と
固
い
絆
で
結
ば
れ
、
民
族
名
を
名
乗
り
、
朝
鮮
系

日
本
国
民
と
し
て
生
き
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
は
、
ま
さ
に
多
民
族
の
国
民
統
合

の
象
徴
と
し
て
日
本
社
会
で
重
き
を
な
す
で
あ
ろ
う
。 
 

二
〇
〇
三
年
十
一
月
十
二
日 


	国



